
令和８年５月２６日（火） 

水泳 入水に関するルールの共有について 

6 月よりプール水泳が始まります。【健康調査】，【持ち物】，【児童の様子】について、以下のようにルールを

設定します。ご家庭でも下記の事項についてのご理解とご協力をくださいますようお願いします。 

① 健康調査【リーバー】 

ケース 判断 

１ リーバー入力を忘れた場合 

入水不可 
２ 

プールへの参加を希望しますか？

「いいえ」と選択した場合 

 ※原則，8 時までに入力することとする。（普段の健康チェックと同じ） 

 

●プール水泳期間は，リーバーの入力の欄に水泳の項目が増えます。そちらで入水管理を行います。 

以下のような項目が増えます。ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②持ち物 

ケース 判断 備考 

１ 水着を忘れた場合 入水不可 貸し出せないため 

２ ラッシュガードを忘れた場合 入水できる 着用自由のため 

３ 水泳帽を忘れた場合 入水できる 
貸し出し用帽子を貸す。 

借りた児童は，使用後は洗濯し返却 

４ ゴーグルを忘れた場合 入水不可 
水質の管理の視点から， 

全児童がゴーグルを着用すること 

→貸し出しはありません 

５ サンダルを忘れた場合 入水できる 校内シューズで代用 

６ タオルを忘れた場合 入水できる 
貸し出し用タオルを貸す 

使用後は，水泳帽同様 

使用後は洗濯し返却 

③児童の様子 

ケース 判断 備考 

１ 
発熱・鼻水・鼻づまり・せき・ 

目やに等の症状 
入水不可  

 


